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議　案

議案第68号 原案可決
(賛成多数) 23 2 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇－〇〇〇〇〇××〇〇〇〇〇〇

議案第70号 原案可決
(賛成多数) 23 2 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇－〇〇〇〇〇××〇〇〇〇〇〇

議案第71号 原案可決
(賛成多数) 23 2 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇－〇〇〇〇〇××〇〇〇〇〇〇

議案第73号 原案可決
(1名除斥) 24 0 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇除

※〇＝賛成、×＝反対
※除＝除

じょせき

斥（ 議会における審議の公正を保つために、議案と一定の利害関係を持つ議員は、当該議案の審議に参加することができないと
する制度です。）

※議長（篠原一世）は採決に加わりません。

政務活動費とは…議員の研究研修、調査、広報、広聴その他調査研究活動に役立てるため
必要な経費の一部として、議員に対し市が交付する交付金のことです。

○交付額　議員1人当たり300,000円（年額）が交付されます。なお、収支報告により残余
がある場合は、その額を返還することになっています。

○使途基準　政務活動費を充てることができる経費の範囲は以下のとおりです。
区　　分 内　　　　　　　　　容

研究研修費 議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催
する研究会、研修会等に参加するために必要な経費

調 査 旅 費 議員が行う調査研究活動のための先進地調査又は現地調査に必要な経費

資料作成費 議員が行う調査研究活動に関する資料の作成に必要な経費

資料購入費 議員が調査研究活動を行うための図書、資料等の購入に必要な経費

広　報　費 議員が調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は広報す
るために必要な経費

広　聴　費 議員が住民からの市政及び議員の政策等に対する要望又は意見を聴取するための
会議等に必要な経費

人　件　費 議員が行う調査研究活動を補助する臨時の職員を雇用するために必要な経費

その他経費 上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に必要な経費

○収支状況と収支報告書の閲覧
　佐野市議会ホームページから収支状況をご覧いただけます。また、議員個人ごとの収
支報告書（領収書等）については、議会事務局において平成25年度分以降の写しを閲覧す
ることができます。
（閲覧時間は開庁日の午前8時30分～午後5時15分です。）

議会からこんにちは　2016.8.1 ⑫ 


